
平成３０年度随意契約情報（使用料・賃借料）総務部
　

契約内容の詳細については各発注課にお問い合わせ下さい。

所属名 グループ名 契約の相手方 契約件名 開始 終了 契約金額(円） 適用条項 随意契約理由

1 庁舎 庁舎管理
車両管理グ
ループ

愛のタクシーチケット　株式会社
タクシーチケット供給等業務及び
経費の支出について

20180501 20190331 27,140,000
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業者が特定の者（公募により選定
された業者）でなければ実施する
ことができないものであるため

2 庁舎 庁舎管理
車両管理グ
ループ

資金前渡職員　総務部　庁舎室
ＥＴＣスルーカード（マイレージ
サービス）の利用に係る経費

20180401 20190331 4,918,000
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業者（ETCカードによる有料道路
の料金精算・支払）に関して府が
必要とする緒条件（親カード、年会
費を必要としない。ＥＴＣカードに
係る契約実績がある。）を満たし
ている者でなけばできないもので
あるため。

3 庁舎 庁舎管理
車両管理グ
ループ

愛のタクシーチケット　株式会社
タクシーチケット供給等業務及び
経費の支出について

20180401 20180430 2,600,000
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業者が特定の者（公募により選定
された業者）でなければ実施する
ことができないものであるため

4 庁舎 庁舎管理
庁舎保全グ
ループ

資金前渡職員　公共料金専用
庁舎室

平成３０年度ＮＨＫ放送受信料 20180401 20190331 2,137,970
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

放送法64条の規定により日本放
送協会と受信契約の締結が必要
なため

5 ＩＴ・改革 ＩＴ・改革
情報基盤整
備グループ

芙蓉総合リース株式会社　大阪
支店

大阪府庁内幹線LAN装置等の
賃貸借（新別館分再リース）

20180801 20200630 973,728
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した業者)でなければ実施す
ることができないものであるため

6 庁舎 庁舎管理
車両管理グ
ループ

株式会社　レックスリース
公用自動車（アルファード２台）
の賃貸借契約

20180904 20190903 1,521,504
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業務（再リース）が特定の者(当初
決定した業者）でなければ実施す
ることができないものであるため。

7 ＩＴ・改革 ＩＴ・改革
情報基盤整
備グループ

東京センチュリー株式会社　大
阪営業部

大阪府職員端末機等（平成３０
年度３月調達）の賃貸借　一式

20190301 20230228 414,201,600
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第８号

競争入札に付しても入札者がな
いため
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8 ＩＴ・改革 ＩＴ・改革
情報基盤整
備グループ

富士通リース　株式会社　関西
支店

大阪府職員端末機等（平成２６
年度１２月調達分）の賃貸借（再
リース）

20181201 20200229 37,569,090
特例政令第１１条第
２号

既に調達をした業務（大阪府職員
端末機等の賃貸借）に継続して行
う調達で、既に契約した相手方以
外の者から調達したならば、既に
調達した業務の便益を享受するこ
とに著しい支障が生ずるおそれが
あるため

9 ＩＴ・改革 ＩＴ・改革
情報基盤整
備グループ

ＮＴＴファイナンス　株式会社　関
西支店

大阪府庁内ネットワーク機器等
の賃貸借（再リース）

20190114 20200331 5,511,240
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した事業者)でなければ実施
することができないものであるた
め

10 市町村 市町村 総務グループ 愛のタクシーチケット　株式会社
タクシーの利用及びこれに要す
る経費の支出について（府議会
議員選挙）

                1,390,000
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業者が特定の者でなければ実施
することができないものであるた
め。

11 ＩＴ・改革 ＩＴ・改革
情報基盤整
備グループ

株式会社　ケイ・オプティコム
出先機関等ネットワーク機器の
賃貸借（再リース）

20190301 20200229 1,249,344
地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

業務（再リース)が特定の者(当初
決定した事業者)でなければ実施
することができないものであるた
め。

Ｈ３０．４～５月 4 件 36,795,970 円
Ｈ３０．６～７月 1 件 973,728 円
Ｈ３０．８～９月 1 件 1,521,504 円
Ｈ３０．１０～１１月 2 件 451,770,690 円

Ｈ３０．１２～Ｈ３１．１月 1 件 5,511,240 円
Ｈ３１．２～３月 2 件 2,639,344 円

合計 11 件 499,212,476 円

総務部（使用料・賃借料）


